
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業　
「令和７年度商工業者エネルギー価格高騰対策給付金」を支給します

　更別村では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して電気、ガス、燃油等エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者に対し、事業継続の支援を目的として給付金を支給します。

■支給対象者
村内に事務所又は事業所を有する事業者（一般社団法人を含み、農業、林業、漁業及び医療法人、福祉法人等を除きます。）のうち、次の要件に該当する法人又は個人事業者（以下「事業者」といいます。）
（１）　令和７年４月１日以前に事業を行っており、今後も事業を継続する意思がある事業者
（２）　更別村が令和７年度の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として実施する他の給付金等の支給を受けない事業者
（３）　村税の滞納がない事業者（村税の課税がない事業者は申請者から除かれます。）
■給付金の額
　　１事業者あたり、直近の所得税確定申告に用いた光熱水費の全額と車両関係費に0.4を乗じた額（円未満切捨て）の合計に0.2を乗じた額（千円未満切捨て）
■給付上限額
１事業者あたり10万円
【ポイント】
　①　直近の所得税確定申告とは、申請日以前の最新の申告を指します。
②　申請者が所得税青色申告者である場合、直近の確定申告の決算書に記載している金額を用いてください。
　③　申請者が所得税白色申告者である場合、直近の確定申告の支出内訳書に記載している金額を用いてください。
　④　対象となる一般社団法人は、構成員の３分の２以上が個人である法人をいいます。

　　　　　　　　　　　　　　 【裏面に続きます】

■申請期限日
　令和８年３月１０日（火）まで
[bookmark: _GoBack]■申請方法
　次の様式等に記入のうえ、産業課商工労働観光係（ふるさと館内）へ提出してください。
（１）令和７年度更別村商工業者エネルギー価格高騰対策給付金支給申請書（別記第１号様式）
（２）申請額算定の確認に係る調書（別記第２号様式）
（３）費用の基礎額が分かるもの（確定申告書の決算書又は支出内訳書の写し）
■申請書の入手先
申請書等は、ふるさと館内 産業課商工労働観光係、更別村商工会の窓口又は更別村ホームページで入手することができます。
■申請書提出先
　更別村産業課商工労働観光係（更別村ふるさと館内）
■申請受付時間
　土日祝日を除く８時３０分～１７時１５分
■問い合わせ・相談先
〇更別村産業課商工労働観光係（更別村ふるさと館内）
　　☎０１５５－５２－２２１１（土日祝日を除く８時３０分～１７時１５分）
　〇更別村商工会
☎０１５５－５２－２０１０（土日祝日を除く８時４５分～１７時３０分）
